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最新・行政の動き 

応援手当支給へ助成 育休取得時で最大 125 万円 厚労省 
 
厚生労働省は、育児休業取得者の業務を代替する労働者に“応援手当”を支給する中小企業への助

成を拡充しました。両立支援等助成金に新コースを追加する雇用保険法施行規則の改正省令を公布
しています。施行は 2024 年１月１日で、育休中に業務を代替する労働者に手当を支給した場合、
育休取得者１人につき最大 125 万円を支給します。 

追加するのは「育休中等業務代替支援コース」です。同コースでは、育休や育児短時間勤務中の
業務体制整備のため、業務を代替する労働者への応援手当（業務代替手当）の支給や、代替要員の
新規雇用（派遣含む）を実施した中小企業を支援します。 

育休中の手当支給に対しては、制度利用者１人当たり、業務体制整備の経費（原則５万円）のほ
か、手当額の４分の３（最大 120 万円）を助成します。手当への助成では、１カ月当たり上限 10
万円で最長 12 カ月支援します。 

時短勤務中に手当を支払う場合は、業務体制整備経費が定額２万円、手当への助成が最大 108
万円（上限月３万円、子が３歳になるまで）。育休取得者や時短勤務利用者が有期雇用の場合、10
万円を加算します。 
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ニュース 
 

新制度「育成就労」創設へ 技能実
習を廃止し 有識者会議・最終報告 
 
 外国人技能実習制度と特定技能制度の見直し
の検討を進めていた政府の有識者会議は 11 月
30 日、最終報告書をまとめ、小泉龍司法務大臣
に提出しました。 

技能実習について最終報告書は、労働力の需
給調整の手段として利用してはならないという
基本理念を掲げている一方、実際には実習生が
国内企業の貴重な労働力として受け止められて
きたと指摘。技能実習制度を廃止し、人材確保
と育成を目的とする新たな制度「育成就労」を
創設するよう提言しています。 

新制度での受入れ分野は特定技能の分野に合
わせ、３年間の就労を通じて特定技能１号の水
準の人材を育成します。 

技能実習では原則的に認めていなかった他社
への転職については、同一企業で１年を超えて
就労するなどの要件を満たした場合に認めます。
転職の期間要件に関しては、必要な経過措置を
検討するよう政府に求めました。 
 
「推薦なし」理由に昇格差別 
役職との差額支払い命令 都労委 
 

東京都労働委員会は、都内の運輸業者が所属
長の推薦がないことを理由に組合員２人を未だ
に昇格させていないのは、組合員であることを
理由とした不利益取扱いに当たると認定しまし
た。平成 30 年 11 月末付けで２人を指導員以上
の職位に昇格したものとして取り扱い、現在ま
での賃金額と指導員以上の職位ならば支払われ
るべき賃金額との差額を支払うよう命じました。 

合同労組に加入している組合員２人はトレー
ラーの運転者で、入社以来 20 年以上にわたって
役職者に昇格することなく、最低位の職位のま
までした。会社は組合との団体交渉で、昇格は
所属長などからの推薦に基づいて実施している
ため、推薦がないと昇格できないと回答してい
ました。 

都労委は、昇格に関する手続きを明確に定め
た社内規程はなかったと認定しました。全運転
者 198 人のうち、役職者は 59 人と約３割を占
めていますが、推薦によって昇格したのは７人
だけでした。一方で、組合員らの所属部署では、
勤続 18 年以上の従業員のなかで、役職者になっ
ていないのは両名のみとなっています。 

組合員らに勤務成績が低いなどの役職者に不
適任な事実はなく、非組合員との間に不自然な
差異が生じていると疑わざるを得ないとしてい
ます。推薦という形式的な部分にかこつけて、
昇格を回避していたと判断しました。 
 
企業人事に意見聴取 
子育て条例の制定めざし 新潟県 
 

新潟県は、社会全体で子
どもを支えていく基本方針
を示す条例の制定に向け
て、当事者である小中学生
や、県内企業の人事・総務
担当者などから意見聴取を
行いました。条例の骨子案
では、育児休業の取得推進
など、事業者が行う育児と仕事の両立支援の取組
みを支援する方向性を示しています。 

企業に対する意見聴取は、両立支援に積極的な
中小企業２社の人事担当者各２人と、男性育休取
得者２人の計６人に実施しました。業種は、テレ
ワークが導入しにくいなどの事情を抱えた製造業
に絞っています。 

企業からは「育児休暇などの制度を整備するだ
けではなく、職場内で活用できる雰囲気づくりが
重要」、「男性育休は周囲で取っている男性がい
れば、自分も取れる雰囲気が醸成される」などの
意見が挙がり、条例での意識啓発に期待を示しま
した。 

同県は 2024 年２月定例会への条例案提出を予
定しています。企業に対する具体的な支援策は来
年度、条例に基づく推進計画と併せて検討してい
くとしました。計画策定に当たっても、企業から
の意見聴取を予定しています。 
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拘束時間上限緩和を 「物流 24 年
問題」で要望 青森県 
 
 青森県は 11 月 13 日、厚生労働省など４省に
対し、物流の 2024 年問題の解決に向けた取組
みの強化を要望しました。首都圏までの移動距
離が長い地域実情を踏まえ、トラック運転者に
おける１日の拘束時間の上限 15 時間を緩和する
特例措置を設けるよう求めました。 

要望は、厚労省、国土交通省、経済産業省、
農林水産省に対して行いました。大都市圏から
遠い地域ほど、物流の停滞が懸念される 24 年問
題が深刻だと主張しています。同県の基幹産業
の農林水産業は、長距離輸送が多く、荷役作業
も長時間になりがちであるなど、状況を共有し、
対策を求めました。 

具体的な要望として、地域に応じた柔軟なト
ラック運送ができるよう、１日の拘束時間の上
限を緩和する特例措置の設置を訴えました。
2024 年４月施行の改正改善基準告示により、自
動車運転者の拘束時間に新基準が設けられます。
トラックでは、始業から終業までの、労働時間
と休憩時間を合わせた拘束時間の上限は１日 15
時間となります。同県によると、多くの県内ト
ラック事業者では、15 時間を超えている状況だ
といいます。 
 他の要望事項では、就労環境改善や、競争力
維持に向けた支援策、物流効率化のための補助
事業充実、産地と消費地双方における物流改善
策――の計４項目を挙げました。 
 

送検 
 

特別条項の適用６カ月超え送検 
呉労基署 
 

広島・呉労働基準監督署は、36 協定で定める
限度時間を超える時間外労働を、年間６カ月を
超えて行わせたとして、機械器具製造業者を、
労働基準法第 32 条（労働時間）違反の疑いで広
島地検呉支部に書類送検しました。 

同社は、特別条項付の 36 協定を締結し、１カ
月の時間外労働の限度時間を超えて労働させる

ことができる回数を、年間６回までと定めてい
ました。令和４年７〜12 月の間、金型の製造な
どに従事する労働者４人に対し、６回を超えて
時間外労働を行わせた疑い。 

同労基署によると、同社には数年前から同様
の違反があったといいます。複数年にわたり是
正指導を行ってきましたが、違反が繰り返され
ることから、送検に踏み切りました。「長時間
労働に対しては送検も含め、厳正に対処してい
く」としています。 
 

監督指導動向 
 

改正事項厳しく確認 割増賃金など
違反率上昇 愛知労働局 
 

愛知労働局は、2022 年
の監督指導結果を公表し
ました。2023 年４月から
中小企業における月 60 時
間以上の時間外労働に対
する割増賃金率が引き上
げられたことも含め、割増賃金については「厳
しく確認している」としました。 

監督指導は 6288 事業場に実施し、そのうち
63.2％（前年比3.4ポイント増）に当たる3974
事業場で法令違反を認めました。最も多いのは、
労働時間・休日関係で、違反率は前年比 2.8 ポ
イント増の20.4％に達しました。36協定で定め
た上限を超える時間外・休日労働のほか、協定
の期限切れ・更新忘れといった事案が散見して
います。 

安全基準の違反が 13.6％と２番目に高く、次
に割増賃金、年次有給休暇（9.3％）と続きます。
年休に関しては、５日間の取得義務を重点的に
監督指導しているとしました。 

労働条件明示の違反率は 8.1％で、前年比 2.0
ポイント増加しました。書面による明示を怠っ
ているケースが代表的ですが、明示事項の追加
など 2024 年度の改正についても周知が十分で
ないため、指導を徹底していくとしました。 
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調査 

70 代も「まだ働きたい」 第 18 回 中高年者縦断調査（厚労省） 
 調査は、平成 17 年 10 月末に 50〜59 歳だった同一の男女に対して継続的に行っています。調査対象
者の現在の年齢は 67〜76 歳です。 

第１回調査で「仕事をしている」とした 81.8％のうち、44.4％が 17 年後の今回調査でも働いていま
す。男女別でみると、男性は 95.7％のうち 48.7％、女性は 70.5％のうち 39.6％となっています。 

第１回で「正規の職員・従業員」だった男性（61.8％）は、41.7％が働いていますが、現在の仕事
は「パート・アルバイト」が 15.8％と最も高くなっています。正規雇用だった女性（19.6％）の場合
も同様にパート・アルバイトが最も多く、19.1％となっています。 

今回調査で「仕事あり」とした者のうち、68〜69 歳になっても仕事をしたい 67〜68 歳は 80.3％で
した。70〜74 歳になっても働きたい 67〜73 歳は、59.1％となっています。 

（単位：％） 総数  仕事をしたい 仕事はしたく
ない 

まだ考えてい
ない、不詳 

68〜69 歳になったときの仕事の希望 (100.0) 100.0 48.1 32.1 19.7 
第 18 回調査時に仕事あり (51.1) 100.0 80.3 3.7 16.0 
第 18 回調査時に仕事なし (48.7) 100.0 14.5 62.0 23.5 

70〜74 歳になったときの仕事の希望 (100.0) 100.0 31.5 36.0 32.5 
第 18 回調査時に仕事あり (42.4) 100.0 59.1 6.3 34.6 
第 18 回調査時に仕事なし (57.4) 100.0 11.2 58.0 30.8 

75 歳以降になったときの仕事の希望 (100.0) 100.0 13.4 28.3 58.3 
第 18 回調査時に仕事あり (37.9) 100.0 27.2 9.0 63.8 
第 18 回調査時に仕事なし (61.8) 100.0 5.0 40.3 54.8 
注：「68〜69 歳になったときの仕事の希望」は第 18 回で「67〜68 歳」の者、「70〜74 歳になったときの仕

事の希望」は第 18 回で「67〜73 歳」の者、「75 歳以降になったときの仕事の希望」は第 18 回で「67〜
76 歳」の者について、それぞれ第 18 回調査の仕事の有無別に集計。 

 

実務に役立つＱ＆Ａ 

派遣社員の相談対応は ハラスメント防ぎたい 
 
 
 
 

派遣先における苦情処理対応は、派遣元との連携がポイントです。派遣法 40 条１項で、苦
情の内容を派遣元事業主に通知するとともに、派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意を
もって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならないとしています。 

苦情には、セクハラ、妊娠出産等に関するハラスメント、育休等に関するハラスメント、パワハラ、障
害者である派遣労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情に関するもの等を含みます（派
遣先指針、平 11・11・18 労働省告示 138 号、令２・10・９厚労省告示 346 号）。 

派遣先は、派遣契約において苦情申出を受ける者等を定めるとともに、派遣受入れに際し説明する必要
があります。さらに、派遣先管理台帳において、苦情処理状況を記載するととともに、その内容を派遣元
へ通知するよう求めています。 

派遣労働者を以前受け入れた際に、ハラスメント被害を受けたという事案が発生した
ため、再発防止を徹底したいと考えています。あらかじめ自社の相談窓口を伝えておく
ことのほかに、何か注意点はあるでしょうか。 

Q  

A 
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身近な労働法の解説 ―労働条件の明示②― 
 

今回は、労基法 15 条（労働条件の明示）に関して、明示すべき労働条件に
ついて解説します。 

 
１．労働条件の明示事項（労基法 15 条 1 項、労基則 5 条） 
（１）書面で明示すべき労働条件 

① 労働契約の期間（期間の定めの有無、定めがある場合はその期間） 
② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準（満了後に更新する場合があるもの） 
③ 就業の場所・従事する業務の内容 
④ 労働時間に関する事項（始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩、休日、休暇など） 
⑤ 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項 
⑥ 退職に関する事項（解雇の事由を含む） 

（２）その他明示すべき労働条件 
⑦ 昇給に関する事項 
⑧ 定めた場合に明示すべき事項（退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与、労働者に負担させる

食費・作業用品、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、休職などに関する事項） 
※職安法５条の３、職安則４条の２︓「試用期間」、「加入保険の適用」、「募集者の氏名または名

称」、「派遣労働者として雇用する場合はその旨」、「受動喫煙防止措置の状況」を募集や求人申
込の際に、書面で明示する必要があります。 

※パート・有期雇用労働法６条、則２条︓「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」、
「相談窓口」を文書の交付などにより、パート・有期雇用労働者に明示する必要があります。 
 

２．明示の内容 
上記１（１）②は、有期契約労働者が「契約期間満了後の自らの雇用継続の可能性について一定程度

予見することが可能となるものであることを要」します（平 24・10・26 基発 1026 第 2 号）。 
同④は、「勤務の種類ごとの始業および終業の時刻、休日等に関する考え方を示した上、当該労働者

に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足り」ます（平 11・1・29 基発 45 号）。 
同⑤は、「賃金に関する事項が当該労働者について確定し得るものであればよく、例えば、労働者の

採用時に交付される辞令等であって、就業規則等に規定されている賃金等級が表示されたものでも差し
支えない」としています（昭 51・9・28 基発 690 号）。 

 
３．令和 6 年（2024 年）4 月の改正点 

労働者の募集時等や、労働契約の締結・更新のタイミングにおける労働条件明示事項が追加されます。 
（１）全ての労働者に対する明示事項 

上記１（１）③就業の場所・業務の内容については、「雇い入れ直後」に加え、これらの「変更の
範囲（将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲）」を明示します。 

（２）有期契約労働者に対する明示事項 
  更新上限の明示（更新上限（通算契約期間または更新回数の上限）の有無と内容の明示） 
  無期転換申込機会の明示（無期転換権が発生する更新のタイミングごとに明示） 
  無期転換後の労働条件の明示（同上） 

 



2024（令和 6）年 1 月号 

 

6 

助成金情報 
 
キャリアアップ助成金（社会保険適用時処遇改善コース） 
 

2023 年 10 月からキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が始まりました。新
たに社会保険に適用されることで生じる保険料負担が労働者の手取り収入の減少につながらないよ
う、手当等により労働者の収入を増加させる取り組みを行った事業主に、労働者1人につき最大50
万円を助成します。 

手当等支給メニューと労働時間延長メニューがあり、両メニューの併用も可能です（併用メニュ
ー）。 
 
【社会保険適用促進手当】 
・短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、労働者が社会保険に加入するに当たり、事業

主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。 
・給与・賞与とは別に支給され、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料

算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないことができます（最大２年間）。 
 
【手当等支給メニュー】 
表１ 

要件 1 人当たり助成額 
①賃金の 15％以上を追加支給（社会保険適用促進手当） １年目 20 万円 
②賃金の 15％以上を追加支給（社会保険適用促進手当） ２年目 20 万円 
③賃金（基本給）の 18％以上を増額 ３年目 10 万円 

 
【労働時間延長メニュー】 
表２ 

週所定労働時間の延長 賃金の増額 １人当たりの助成額 
①４時間以上 － 

６カ月で 30 万円 ②３時間以上４時間未満 ５％以上 
③２時間以上３時間未満 10％以上 
④１時間以上２時間未満 15％以上 

助成額は中小企業の場合（大企業は４分の３の額） 
 
【併用メニュー】 
表３ 

適用 要件 助成額 

１年目 賃金の 15％以上分を労働者に追加支給（社会
保険適用促進手当）すること ６カ月ごとに 10 万円×２回 

２年目 表２の①から④のいずれかで労働者の収入を恒
常的に増加させること ６カ月で 30 万円 

助成額は中小企業の場合（大企業は４分の３の額） 
 

※助成額・詳細な要件および申請方法等は 厚生労働省 HP 等をご参照ください。 
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今月の実務チェックポイント 
 
二以上勤務被保険者の届出について 
 

今回は二以上勤務被保険者について解説します。 
 
被保険者が同時に複数（２カ所以上）の適用事業所に使用されるこ

ととなった場合、主たる事業所を選択して管轄する年金事務所または
保険者等を決定し、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・
二以上事業所勤務届」を日本年金機構へ提出します。 

 
それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した月額により標準報酬月額が決定されます。決定さ

れた標準報酬月額による保険料額をそれぞれの事業所で受ける報酬月額に基づき按分し支払うこと
になります。それぞれの事業所での報酬月額および保険料については、日本年金機構(管轄の事務
センター)から通知されます。 

 
ただし、被保険者が国・地方公共団体等（以下「国等」という）の適用事業所に勤務する短時間

勤務職員であり、共済組合制度（短期給付）の適用を受ける場合、国等の事業所を選択することに
なります（厚生年金基金の加入員となる場合を除く）。 

共済組合に加入している事業所での勤務日数や労働時間が短時間の場合、共済組合制度を優先し、
他の事業所は被保険者資格喪失の手続きが必要な場合があります。 

 
令和４年 10 月から共済組合制度が適用拡大されていることから、新たに被保険者となる場合、

健康保険に加入する事業所で共済組合の被保険者になっているかの確認が必要です。健康保険に加
入する事業所で被保険者となっていない場合は、健康保険に加入する事業所から資格取得届とあわ
せて、健康保険の保険料徴収および保険給付を行わないための「健康保険・厚生年金保険 被保険
者資格喪失届」の提出も必要となります。 

既に健康保険に加入する事業所で被保険者であった場合には、資格喪失届を提出します。 
 

【選択が必要になる場合】 
１．保険者の一方が健康保険組合である場合 
２．保険者がいずれも健康保険組合または共済組合である場合 
３．保険者の一方が全国健康保険協会、他方が健康保険組合である場合 
４．保険者の一方が共済組合、他方が全国健康保険協会または健康保険組合である場合（共済組合

を選択する必要があります。ただし、厚生年金基金の加入員となる場合を除く） 
５．保険者がいずれも全国健康保険協会で、二以上の事業所を管轄する年金事務所が異なる場合

（年金事務所を選択します） 
６．保険者がいずれも全国健康保険協会で、二以上の事業所を管轄する年金事務所が同一の場合

（事業所を選択します） 
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短期給付(医療保険)の適用関係 

兼務先の事業所 先後関係がある場合 同時の場合 報酬合算 
協会けんぽ加入 
（民間の事業所） 国共済 国共済 しない 

地共済対象の事業所 先加入 組合員の選択 しない 

私学共済対象 
私立学校法人等 報酬の多いほう 報酬の多いほう しない 

国共済対象の事業所 
（郵政以外） 後加入 組合員の選択 しない 

日本郵政共済組合 
加入の郵政グループ内 
他社 

国共済 国共済 する 

加入する共済制度により上記の表の通りです。 
 

年金制度に関しては、私学共済が適用となる場合を除き、日本年金機構の厚生年金保険が適用と
なり「二以上事業所勤務」として、事業主が手続きを行います。 
 
 
 

今月の業務スケジュール 
 

労務・経理 慣例・ 行事 
●12 月分の社会保険料の納付 
●12 月分の源泉徴収所得税額・特別徴収住民税額の納付 
●給与支払報告書の提出 
●法定調書の提出 
●源泉徴収票の交付（従業員本人に渡す） 
●固定資産税の償却資産に関する申告 
●給与所得者の扶養控除等（異動）申告書を従業員から回

収（社内で保管） 
●労働保険料（第 3 期分）の納付（延納申請をした場合） 
●労働者死傷病報告の提出（休業４日未満の労働災害等、

10〜12 月分） 

●初出式（新年祝賀会） 
●年賀状の返礼 
●年始回り 
●新年会 


